
 

令和 6 年度 事業計画 

基 本 方 針  

わが国では、高齢化や人口減少が進み、地域・家庭・職場という人々の生活領域にお

ける支え合いの基盤が弱まってきています。暮らしにおける人と人とのつながりが弱ま

る中、これを再構築することで、様々な困難に直面した場合でも、誰もが役割を持ち、

お互いが配慮し存在を認め合い、そして時に支え合うことで、孤立せずにその人らしい

生活を送ることができるような社会としていくことが求められています。 

さらに、子ども・障害・高齢・生活困窮といった分野別に整備された公的支援につい

ても、昨今、様々な分野の課題が絡み合って複雑化したり、個人や世帯単位で複数分野

の課題を抱え、複合的な支援を必要とするといった状況がみられ、対応が困難なケース

が浮き彫りとなっています。 

このような社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの『縦割

り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画

し、人と人、人と資源が世代や分野を超え繋がることで、住民一人ひとりの暮らしと生

きがい、地域をともに創っていく社会「地域共生社会」を目指す取組みを行っていきた

いと思います。それを踏まえ令和６年度より「重層的支援体制整備事業」(※1)を村よ

り受託し、既存の相談支援や地域づくり支援の取り組みを活かし、障害・高齢・生活困

窮といった分野別の支援体制では対応しきれないような“地域住民の複雑化・複合化し

た支援ニーズ”に対応する包括的な支援体制を構築するため、「属性を問わない相談支

援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施していきます。 

また最近頻繁に発生する水害や地震等の自然災害への備えとして、防災意識を高める

ための講習や訓練等の事業を、実施していきたいと思います。 

 

（用語解説）(※1) 重層的支援体制整備事業 

市町村において、地域住民の複合・複雑化した支援ニーズに対応する断らない包括的な支援体制

を整備するため、①相談支援（包括的相談 支援事業、多機関協働事業、アウトリーチ等を通じ

た継続的支援事業）、②参加支援事業、③地域づくり事業を一体的に実施する事業を創設した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６年度事業予定 


